


埼玉県立高等学校における男女別学校のあり方の検討に関し、 

当事者の意見を尊重した方針決定を求める意見書 

 

 現在埼玉県には男女別県立高等学校が１２校あり、男女共同参画の観点など

から見直しの議論が進められている。これは本県の教育の将来像に関わる重要

な課題であり、地域社会にも大きな影響を及ぼすものである。 

 埼玉県教育委員会は中学生及び高校生とその保護者に対するアンケートを令

和６年４月から５月に実施した。その結果、「共学化した方がよい」と答えた

のは、中学生で１８．７％、高校生で７．８％であった。特に高校生では下半

数の５７．２％が「共学化しない方がよい」と言う結果であった。埼玉県教育

委員会は令和６年８月２２日に措置報告書を提出し、「男女共同参画社会の中

において、高校の３年間を男女が互いに協力して、学校生活を送ることには意

義があり、主体的に共学化を推進していくこと」とした上で、県民の意見を丁

寧に把握する必要があるため、埼玉県教育委員会がアンケートや地域別での意

見交換、有識者からの意見聴取などを実施するとしている。先に行われたアン

ケート結果からも、男女別学校の教育環境や校風、伝統を評価し、その教育的

効果を実感している在校生、卒業生、保護者等の声も多い。学校のあり方は、

何よりも学ぶ当事者である生徒の教育環境に直結する問題であることから、そ

の意見が十分に尊重されるべきである。よって埼玉県教育委員会においては、

男女別学校のあり方を検討する際は、在校生及び進学希望者の意見を丁寧に聴

取し、方針決定に充分反映させること。男女別学校の教育的意義、成果及び地

域への影響について、客観的かつ多角的な検証を行うこと。検討過程、資料及

び判断理由を広く公開し、県民に対する説明責任と透明性を確保し、当事者の

意見に十分配慮した方針決定を行うことを求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 
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